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公共施設再配置計画実施計画の改訂（素案）について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮古市 
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１ 計画改訂の取組み状況について 

・第５回経営会議（R7.7.22 開催）で決定となった策定方針に基づき、策定作業を進めている 

 ①第１期計画の評価、現状を踏まえた今後の展開の検討（施設所管各課及び契約管財課：8月～9月） 

 ②将来更新費用の試算について（契約管財課：10 月～現在） 

 ③集会施設の再配置の考え方について（幹事会：10月に 2回開催、委員会 11 月に 1回開催） 

④公共施設再配置計画実施計画の改訂に係る進捗状況について（市議会に説明 12 月 8 日） 

 

２ 第１期計画の評価について（令和 7年 1月時点） 

・公共施設再配置計画実施計画（H28.3 策定）に記載されている公共施設 543 施設を対象とし、平成 

29 年度から令和 6年度までのサービス、建物の具体的な展開についてそれぞれ評価を行っている。 

【結果：暫定値】 

①サービスの具体的な展開 達成率 70.2％、未達成 21.9％、計画変更 7.9％ 

「継続」、「複合化・統合」、「移管」、「再検討」について評価 

②建物の具体的な展開 達成率 48.6％、未達成 23.2％、計画変更 28.2％ 

「建物維持」、「建替え」、「転用」、「処分」、「再検討」について評価  

 

※詳細は、【別表 第１期計画の評価一覧表】のとおり 
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【別表 第１期計画の評価一覧表】※暫定値 

 

①サービスの具体的な展開                       ②建物の具体的な展開 

  

 

 

 

施設分類 施設分類 
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３ 公共施設の現状を踏まえた将来更新費用の試算について 

①公共施設の現状 

令和６年度末の公共施設は行政財産が 526 施設、普通財産が 19 施設の合計 545 施設となっている。 

(平成 28 年度末との比較：施設数は 2施設の増、延床面積は 13,563.07 ㎡の減) 
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②将来更新費用 

将来更新費用は、今後 30 年間で 1,059.5 億円（1年あたり 35.3 億円）と試算される（（令和 7年 12 月時点）。 

 

 

 

 

 

将来更新費用 

当初計画 45.9 億円/年（⇒ 改訂後 35.3 億円/年（暫定値） 

【試算条件】 

・当初計画から 10 年が経過することから、残り 30 年間について試算 

・総務省単価を用い、延床面積を乗じる 

・建築から 35 年目に大規模改修、70 年目に建替えを実施すると仮定 

 （公共施設等総合管理計画に定める、施設の長寿命化方針） 

・当初計画では、30 年目に大規模改修、60 年目に建替えを実施する

と仮定して試算していた。 

・長寿命化型の試算を行った場合の暫定値。 

・普通財産や、処分が予定されている行政財産は、建替えない 

30 年平均 
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４ 計画完成に向けた今後のまとめ方について 

・今後 30 年間の更新費用（赤線）を、普通建設事業費見通し（青線）に近づけるための算定を行う。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

・次のシミュレーションを行い、財政負担と見合う水準を目指す。 

第１期（将来費用 45.9 億円）※当初計画より抜粋 第２期（将来費用 35.3 億円） 

1 普通建設事業費を充当(▲16.2 億円) 

2（（「サービス再検討」と評価した施設を廃止し、施設を長寿命化する

（▲25.5 億円） 

3（複合化や廃止を進めた場合に削減される維持管理費を、更新費用の

財源に充当する（▲2.6 億円） 

4（普通財産の売払収入を充当する（▲0.8 億円） 

⇒ 不足額 0.8 億円 

1 普通建設事業費を充当(○○億円) 

2（「サービス再検討」と評価した施設を廃止（○○億円） 

 

3（複合化や廃止を進めた場合に削減される維持管理費を、 

更新費用の財源に充当する（○○億円） 

4（普通財産の売払・貸付収入を充当する（○○億円） 

5（建替え時の床面積を縮小させた場合の差額を充当(○○億円) 
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大規模改修費 建替え費 解体費

34.0
億円/年

16.2
億円/年

今後30年間の更新費用
（年平均）

H31年度の普

通建設事業費

の見通し額

【インフラを除く】

約18.2億円/年の不足
今後 30 年間の公共施設の更新費

用（大規模改修・建替え）と普通

建設事業費の見通し額 

（試算中） 

35.3 

億円/年 

約 19.1 億円/年の不足 
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５ 集会施設の再配置の考え方について 

(別紙（「集会施設の再配置の考え方等について」により説明) 
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パブリックコメント募集用資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集会施設の再配置の考え方等について 
 

 

 

 

 

 

宮古市 
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１ 第 1期計画における考え方(第 1 期計画 H28-R7) 

 

・地域への移管(経費負担を含む)を進めます。 

・経費負担については、「利用者負担」「市民協働」「設置者負担」の３つの観点から、あり方を見直します。 

・今後の地域が主体となる建替えについては、世帯数の違いなど地域の実情を踏まえて補助制度の見直しを図るとともに、空き

家や空き店舗などを集会として有効活用する場合の支援策についても検討を進めます。 

 

集会施設、産業系施設などの移管の手法例 

 

 

 

 

                       普通財産 

 

 

 

 

地域が主体となり運営(移管)                    市が建物を処分(譲渡・撤去) 

 

    大規模改修・建替え時 

          (新規建物) 

住民主体による建替えに対して市は支援を行う。(所有権は地域) 

 

 

 

 

 

農林漁村地域多目的集会施設条例、林業者地域多目的集会施設条例、林業活動拠点施設条例、漁村研修センター条

例、地区センター条例 等の設置条例を廃止 

地域へ貸付 

希望あり                              希望なし 
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２ 第 1期計画の実績 

 第 1期計画において、集会施設を地域へ「移管」することとしていた施設 

計画 実績 

７８施設 ０施設 

 

３ 第 1期計画の課題 

 ○検討経緯(宮古市公共施設等総合管理計画推進本部) 

年月日 会議種別 会議結果 

令和元年 11月 11日 本部会議 ・全体の進捗状況を会議に報告⇒集会施設の移管については、統一的に進めること 

令和 2年 8月 19日 幹事会 ・全体の進捗状況を会議に報告⇒集会施設の移管については、地域の意向を聞き課題をまとめること 

令和2年 11月25日 本部会議 
・全体の進捗状況を会議に報告⇒集会施設の移管については、現状を分析し課題と取り組み方針を明

確にすること 

令和 3年 7月 26日 幹事会 

(課題) 

・施設譲渡のためには、相手が認可地縁団体であることが必要だが、実情はほぼ任意団体であり、

非常に限られる。 

・集会施設について、地域にアンケート調査を実施した結果、地域が経費を負担する形で施設を移管す

ることは困難、また地域が解体経費を負担することも困難である。 

･地域の実情を把握し、地域コミュニティをどのようにしていくかの検討が必要との意見あり 

 

○第１期計画の課題から、統一的な取り組み方針が必要である。  
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４ 第２期計画案(第 2 期計画 R7-R16) 

〇基本的な考え方 

・第 1期計画において、用途廃止として位置づけている集会施設について、公の施設として位置づける施設と用途廃止 

する施設に改めて精査する。

・用途廃止する施設の支援策として、現在の民間施設への補助制度を見直して、集会施設の機能を維持するための多 

様な選択肢と支援策を検討する。 

・地域に多様な選択肢と支援策を示して、地域の意向を踏まえて今後の取り組み方針を決定する。 

・第２期計画期間の前半(令和１２年度)までに、全ての施設について移行を完了する。 

・施設については、軽微の修繕は行うが、大規模改修や建替えが必要になった時点で建物を処分(貸付、売却、除却 

 （等)する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(第 2 期計画) 

サービスのあり方を再検討し、集会所の機能を維持する手法を示し、地域への貸付、譲渡、統合及び処分を進めます 

 

 

 

 

                     

                    

 

 

 

 

 

 

地域に貸付又は譲渡 

統合して、不要となる集会施設を市が処分 

 

 

         空き家 

     住家 

集会施設 

地域が、空き家や住家を集会所として利用

して、不要となる集会施設を市が処分 
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〇集会施設の今後の展開 フローチャート(機能維持と支援策) 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

  

 

  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 譲渡を希望す

る場合  

大規模改修・建替

え時は、解体費及

び整備費に対し

て補助あり 

既存の運営費補

助あり 

 

④空き家等を賃

貸借して利用

する場合 

 

⑤地域住民の住

家等で集会を

開催する場合 

既存の運営費補

助あり 

① 貸付を希望す

る場合 

 

既存の運営費補

助あり 

大規模改修（・建替

えが必要となっ

た時点で、市が処

分する 

既存の運営費補

助制度の改正を

検討する。 

既存施設を利用 既存施設を利用しないで機能を維持 

※ 財産処分時には設置条例を廃止し、行政財産から普通財産へ用途変更が必要 

【農林漁村地域多目的集会施設条例、林業者地域多目的集会施設条例、林業活動拠点施設条例、漁村研修センター条例、

地区センター条例】 

地域が今後も既存の集会施設を利用する意向があるかどうか 

利用する 利用しない

する 

③他の集会施設

を利用する場

合(統合等) 

既存の運営費補

助制度の改正を

検討する。 

市が施設を処分する。 

集会機能不要 

⑥施設管理を

返納 
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【参考】宮古市地域自治組織活動拠点施設に係る補助制度 

 

補助区分 補助対象施設 補助対象経費 補助額等 適用月日 

施設運営費補助 

 

独自に取得し管理する

施設 

電気料、水道料、燃料

代及び修繕料 
15 万円(限度額) 令和 5年 3月 28 日 

1 年以上賃貸借契約を

締結して利用する施設 

電気料、水道料、燃料

代及び修繕料 
15 万円(限度額) 令和 7年 6月 27 日 

施設整備補助 
独自に取得し管理する

施設 

新築工事 
補助率 10 分の 10 

1,000 万円(限度額) 
平成 22 年 3 月 23 日 

既存施設買取り 
補助率 2 分の 1 

1,000 万円(限度額) 
平成 22 年 3 月 23 日 

改修工事 
補助率 4 分の 3 

300 万円(限度額) 
平成 22 年 3 月 23 日 

水洗化工事 
補助率 4 分の 3 

100 万円(限度額) 
平成 22 年 3 月 23 日 

備品購入 
補助率 2 分の 1 

50 万円(限度額) 
平成 22 年 3 月 23 日 

解体工事 
補助率 10 分の 10 

300 万円(限度額) 
平成 22 年 3 月 23 日 
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５ 今後の進め方について 

年 

度 
具体的な取組み 

令

和

7

年

度 

 

○公共施設再配置計画(第 2期)において、サービスの具体的な展開を「移管」から「再検討」に変更 

 サービス

の具体的

な展開 

左記の説明 

建物の具

体的な展

開 

左記の説明 

第１期

計画 
移管 

地域住民や団体等に維

持管理・運営を移管しま

す 

建物処分

① 

軽微の修繕は行いますが、大規模

改修や建替えが必要になった時点

で建物を処分(貸付、売却、除却等)

します 

第２期

計画 

サービス

再検討 

現在のサービスのあり

方を再検討します 

建物処分

① 

軽微の修繕は行いますが、大規模

改修や建替えが必要になった時点

で建物を処分(貸付、売却、除却等)

します 

 

○集会施設の機能を維持するための多様な選択肢と支援策を示し、地域への移管、統合及び処分を進める旨を

明記する。 
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令

和

8

年

度

か

ら

令

和

12

年

度 

○全庁的に協議し、個別施設ごとに取り組み方針を策定する。 

・集会施設の指定管理期限は、令和７年度～令和９年度までの３年間。 

・令和９年度までに、個別施設ごとに取り組み方針を定め、令和１２年度までに貸付、譲渡、統合、処分を

進める。 

【スケジュール】 

指定管理期間 令和７年度～令和９年度 令和１０年度～令和１２年度 

  
令和８年度 令和９年度 

１０年度 １１年度 １２年度 
４月～９月 10月～３月 ４月～９月 10月～３月 

施設精査           

補助制度改正 
 

  
       

意向調査   
 

 
     

公共施設総合管理

計画推進本部会議 
  

 
  

 
 

実施事務手続き   
 

 

 
 

 

予算   
  

  

  

  

 

  
  

 

 

 

 

 

集会施設のうち、公の施設として位置づける施設と用途廃止できる施設を精査

集会施設機能を維持するための補助制度検討・改正 

施設ごとに地域の意向を調査

把握 

進捗状況管理、取り組み方針決定 

地域との合意形成、用途廃止 

予算に反映 

一部完了 

全部完了 

進捗状況管理 

地域との合意形成、用途廃止 


